
 

議題第 3 号 山古志地域 過疎地有償運送の運営･運行事業者について 
 
 

１．経緯 

 

●山古志地域のクローバーバスは、平成 20 年 7月から、NPO 法人 中越防災フロンティ

アが運営・運行事業者となり、新潟県中越大震災復興基金を活用し、会員制無料バス

（道路運送法適用外）の運行を実施している。 

 

●クローバーバスに対する新潟県中越大震災復興基金の補助が平成 26 年 2 月で終了と

なることから、平成 26年 4 月 1日より過疎地有償運送への移行を予定している。 

 

●平成 24年度利用実績 37,100 人 

 

●運行ルート、時刻表（H25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．運行形態 

 

●自家用有償旅客運送（過疎地有償運送）による運行とする。 

（道路運送法第 78 条 2項、道路運送法施行規則第 49 条） 

 

※過疎地有償運送は、過疎地域等において営利とは認められない範囲の対価（運賃）

によって、自家用自動車（白ナンバーの車両）を使用して輸送を行うもの。 

 

■道路運送法（抜粋） 

（有償運送）  
第七十八条  自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合

を除き、有償で運送の用に供してはならない。  
一  災害のため緊急を要するとき。  
二  市町村（特別区を含む。以下この号において同じ。）、特定非営利活動促進法 （平成

十年法律第七号）第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で

定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令

で定める旅客の運送（以下「自家用有償旅客運送」という。）を行うとき。  
三  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて

地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 

 

■道路運送法施行規則（抜粋） 

（自家用有償旅客運送）  
第四十九条  法第七十八条第二号 の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。 

一  市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の運送（以下「市

町村運営有償運送」という。）  
二  特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項 に規定する特定非営利

活動法人又は前条各号に掲げる者（以下「特定非営利活動法人等」という。）が過疎地

域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域

その他これに類する地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域

内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であつて第五十一条の二十五

の名簿に記載されている者及びその同伴者の運送（以下「過疎地有償運送」という。） 
三  特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる

者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独で

タクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であつて第五十一条の二十

五の名簿に記載されている者及びその付添人の運送（以下「福祉有償運送」という。）

イ 身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者 
ロ 介護保険法第十九条第一項 に規定する要介護認定を受けている者 
ハ 介護保険法第十九条第二項 に規定する要支援認定を受けている者 
ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 

 

 

 



 

３．運営・運行事業者 

 

●運営・運行事業者は、特定非営利活動法人 中越防災フロンティアが行う。 

 

●特定非営利活動法人 中越防災フロンティアの概要 

名  称 特定非営利活動法人 中越防災フロンティア 

住  所 長岡市山古志虫亀 3373 番地 

役  員 理事長：田中 仁 ほか 12 名 

設立年月日 平成 18年 8 月 28 日 

会 員(H24) 

正会員 571 世帯 

賛助会員（個人）113 人 

賛助会員（団体）  6 団体   

 

●運行形態、運営・運行事業者については、平成 25 年 6月 18 日(火曜日)に開催された

山古志地域分科会において承認を得た。 

 

●山古志地域における生活交通を過疎地有償運送とすることについて、バス事業者、タク

シー事業者に意見照会を行ったが、意見は無かった。 

 

●地元説明会により地域住民に対して有償への理解を求めるとともに、地域の意見を運賃、

運行ルート、ダイヤに反映させる。 

 


